[bookmark: _GoBack]様式第5号（第8条関係）
	

		　　年　　月　　日
誓　約　書


	
	
太子町長　殿


空き家活用支援事業への申請に当たり、以下について誓約いたします。

・空き家活用支援事業の要件等に合致する事業であること。
・申請した内容を遵守すること。
・申請した内容に虚偽がないこと。
・改修工事の実施に当たっては、建築基準法その他の関係法令を遵守すること。
・改修後10年以上申請内容の用途で活用すること。
・住宅所有者以外が改修を行う場合は、10年以上の貸借期間の確保、改修に対する住宅所有者の同意、貸借期間終了後の原状回復義務の免除及び買取請求権の放棄を明確にすること。
・事業完了後、県で発行する広報刊行物やホームページ等に事例として掲載※1するための広報用資料※2を提出すること。
　※1広報用資料とあわせて、空き家の所在地（郡町名まで）、構造や床面積等の概要、事業所名や店舗名等を掲載
　※2広報用資料
　　　住宅型：改修前後の写真と改修コメント
　　　事業所型：改修前前後の写真と改修コメントを載せて投稿を行ったSNS（X、Instagram、Youtube等）のリンク先のURL
・「＃兵庫県空き家活用支援事業」を付して投稿を行う
　　　　　・動画データをあわせて提出
　　　地域交流拠点型：改修前後の動画（1分以上）を作成して投稿を行ったSNS（X、Instagram、Youtube等）のリンク先のURL
　　　　　・「＃兵庫県空き家活用支援事業」を付して投稿を行う
　　　　　・動画データをあわせて提出
　　注）事業所型または地域交流拠点型のSNSへの投稿については、投稿後、最低
1年間は削除、非公開又は閲覧制限を行わず保持することに努めること
・事業完了後、工事を実施した住宅の管理状況及び活用状況等について、兵庫県が報告を求めた場合、必要な協力を行うこと。

	

	
	氏名又は法人名等
代表者の職氏名
	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	

	




※署名以外の場合は押印が必要
